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障がい者施策推進専門分科会資料 

児童部すこやか親子室  

  こども発達支援センター  

 

母子健診事業における５歳児健康診査（２段階方式/抽出型健診）の実施について 

 

１ 事業の内容 

令和７年度（2025 年度）から満５歳になる年中児を対象に「５歳発達Ｗｅｂアンケー

ト」を実施し、配慮が必要と判定された児童を対象に５歳発達相談（おひさま相談）を行

い、必要な支援につないでいます。 

言語や社会性等の発達特性に加え、身体面や生活習慣を含む児童の状況をトータルで把

握し課題の発見・対応を行うため、令和８年度（2026 年度）から、現行の方式に医師に

よる診察を追加し、５歳児健康診査（以下「５歳児健診」という）として実施します。 

他の乳幼児健診と同じく児童の成長確認に必要な健診として実施し、多職種による総合

的な判断や助言を行い、円滑な就学へのつなぎを図っていきます。 

 

〈フロー図〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すこやか親子室 

保育園・幼稚園・ 

認定こども園等 

保護者 

⑥該当者以外は⑤で終了 

事業者 

結果作成 

 

④結果納品 

⑥要配慮児 

⑤結果発送 

おひさま相談・カンファレンス（多職種による評価） 

        （こども発達支援センター） 

専門職による 

集団方式の 

相談会 
（すこやか親子室 

こども発達支援 

センター） 

必要・希望に応じて紹介・連携 

① 「発達Ｗｅｂアンケート（問診）」

案内 

②入力依頼 

【拡充】医師の診察（市内医療機関での個別健診） 
身体発育・運動機能・感覚器（目・耳）等の診察 

 

（こども発達支援センター） 

⑥要配慮児 

以外の 

相談希望者 

⚫ 就学相談支援員による相談・言語聴覚士等による専門相談（こども発達支援セン

ター）、就学の説明会（学校教育室）、療育機関、医療機関等を紹介 

⚫ 所属園や学校教育室、就学先の小学校と連携 

③入力 

１段階 

  

 

２段階 

【当日配布資料】
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２ 今後の予定 

令和８年（2026 年）４月 ・事業者及び医師会と契約締結 

・対象児に個別案内 

５月 ・市報・ホームページ等で周知、市内外の保育園等への 

周知・説明会（対面・オンライン・オンデマンド） 

６月以降 健診の実施（誕生月を３期（６月・８月・10 月）に分け

て案内） 

・発達 Web アンケート（問診）実施 

・個別医療機関での健診（診察） 

・おひさま相談、専門職による相談会等の実施 

 


